
要介護度

施設ｻｰﾋﾞｽ費

在宅復帰･在宅療養
支援機能加算(Ⅰ)

夜勤職員配置
加算

ｻｰﾋﾞｽ提供体制
加算Ⅲ

食費

居住費

日用品費

教養娯楽費

/回

/食

/日

/日

/日

/日

/日

/日

/日 B207室　B208室　B307室　A310室　ご利用の場合

/日 B202室　B203室　B205室　B206室　ご利用の場合

/日 A211室　A212室　A215室　A216室　B210室　B211室　ご利用の場合

/日 療養室に電化製品を持ち込んだ場合

/日 ﾃﾚﾋﾞﾘｰｽをご希望の場合

ご希望された場合。ｶｯﾄ代1,800円、ﾊﾟｰﾏ代3,700円(ｶｯﾄ代込み)、毛染め代3,700円(ｶｯﾄ代込み)

利用者にご負担いただくことが適当であると認められる費用を負担いただきますその他 ―
R５.４ 現在

660

550

440

50

30

電気代

ﾃﾚﾋﾞ代

理美容費 ―

項目 金額 内容

個室代

その他の自己負担 単位/円

若年性認知症受入加算 247 若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定め、ｻｰﾋﾞｽ提供を行った場合

総合医療管理加算 565 治療管理を目的とし、基準に従いｻｰﾋﾞｽ提供を行った場合(利用中7日を限度)

緊急短期入所受入対応加算 185 本人の状態や家族の事情等により、緊急で利用された場合(14日を限度)

認知症行動・心理症状緊急対応加算 411 医師が、認知症の行動、心理症状を認め、緊急にｻｰﾋﾞｽが必要と判断された場合(14日を限度に)

緊急時治療管理 1064 救命救急医療が必要になった時に緊急的な治療管理として投薬、検査、処置等行った場合(1ヶ月に3日を限度に)

重度療養管理加算 247 要介護４又は5であって、医学的な管理のもと、短期入所療養介護を行った場合

個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算 493 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ計画書を作成し、計画に基づきﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝを行った場合

療養食加算 17 医師の指示に基づき、療養食を提供した場合

送迎加算
380

片
道

地域内(飛島村、蟹江町、弥富市)

880 上記以外の地域

介護職処遇改善加算(Ⅰ)※ － 施設ｻｰﾋﾞｽ費と加算の合計に対し、3.9％に相当する単位数

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)※ － 施設ｻｰﾋﾞｽ費と加算の合計に対し、1.7％に相当する単位数

＊上記の金額は、従来の基本報酬に0.1%上乗せし、さらに1単位あたり10.27円で計算しております。端数処理により若干の金額の違いが生じることがあります。予めご了承ください。

加算料金（ご利用者の状況等に応じて加算されます。※印はすべての方が該当します。) 単位/円

項目 金額 内容

5,461 5,754 5,820 5,970 6,100 6,219

200 200

1日の利用料
目安

4,411 4,737 4,857 5,013 5,142 5,259 5,378 6,334

1,856 1,856

570 1,700

300 300

70 70

50 50

13 13

1,565 1,631 1,781 1,911 2,030 2,145

要介護4 要介護5

1,352 1,678 1,798 1,954 2,083 2,200 2,319 1,272

要介護5 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3

【介護老人保健施設ヴィラとびしま　ショートステイ利用料金表　2割負担】
単位/円

多床室 　　　　　　　　　　　個室　※別途個室代がかかります

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4

(朝408 昼715 夕733)(朝408 昼715 夕733)


